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低入札価格調査制度に関する改定について 

 
１．低入札調査及び特別重点調査を実施する調査基準価格の改定 

 JS においては、低入札調査及び特別重点調査を実施しておりますが、より一層の品質確保等の観点

から低入札調査及び特別重点調査を実施する調査基準価格を改定いたします。 
 
（１） 低入札調査を実施する調査基準価格 
  低入札調査を実施する調査基準価格は、下記の各工種の額の合計額に満たない場合とし、その額が

予定価格の７/１０に満たない場合は７/１０、９/１０を超える場合は９/１０とします。 
①土木工事 

○直接工事費×95％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×70％＋一般管理費等×30％ 
②建築工事 

○ （直接工事費－現場管理費相当額※１）×95％＋共通仮設費×90％ 
＋（現場管理費＋現場管理費相当額※１）×70％＋一般管理費等×30％ 
※１ 現場管理費相当額＝直接工事費×10％ 

③機械・電気設備工事 
○ 機器費×88％＋直接工事費×95％＋共通仮設費×90％ 

＋（現場管理費＋据付間接費＋設計技術費）×70％＋一般管理費等×30％ 
    
（２） 特別重点調査を実施する調査基準価格 
  低入札調査を実施する調査基準価格の見直し等に伴い、特別重点調査を実施する調査基準価格の算

定割合を下表のとおりとします。 
なお、特別重点調査の実施対象は、入札価格が低入札調査基準価格を下回り、かつ、入札価格の積

算内訳の各費用（土木工事は「直接工事費」、「その他経費の合計」、建築工事は「直接工事費から現

場管理費相当額※１を減じた額」、「その他経費の合計」、設備工事は「機器費」、「直接工事費」、「その

他経費の合計」）の金額のいずれかが、各々、予定価格の積算内訳に下表の該当する率を乗じて得た

各費用の金額に満たない場合とします。 
 

直接工事費  共通仮設費 現場管理費   一般管理費等 
土木工事 

７５％ ７０％ ７０％   ３０％ 

直接工事費－現場管理費相当額※１ 
共通仮設費 現場管理費＋現場管

理費相当額※１ 
一般管理費等 

建築工事 

７５％ ７０％ ７０％   ３０％ 

機器費 直接工事費 間接工事費＋設計技術費  一般管理費等 機械･電気
設備工事 ７３％    ７５％ ７０％ ３０％ 

 

２．適用日 

 平成21 年 7 月 1 日以降に公告する工事について適用します。 
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